
○鹿児島大学水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション利用規則 

平成24年５月24日 

水規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鹿児島大学水産学部組織規則（平成16年水規則第１号）第７条第３項の規

定に基づき、鹿児島大学水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション（以下

「東町ステーション」という。）の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用の制限） 

第２条 東町ステーションを利用できる者は、鹿児島大学（以下「本学」という。）に所属する学

生、職員及びその他鹿児島大学水産学部附属海洋資源環境教育研究センター長（以下「センタ

ー長」という。）が特に認めた者とする。 

 

（利用の手続） 

第３条 東町ステーションを利用しようとする者は、利用許可願（別記様式第１号）をあらかじ

めセンター長に提出し、許可を受けなければならない。 

 

（利用の許可） 

第４条 センター長は、利用を許可するときは、利用許可書（別記様式第２号）を交付するもの

とする。 

 

（利用料） 

第５条 利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表に定める利用料を事前に納入

しなければならない。ただし、国、地方公共団体、国立大学法人等が使用する場合にあっては、

本学の指定する期日までに納入させることができる。 

２ 既納の利用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項（平成21年４月１

日学長裁定）第８条第２項の規定を準用する。 

 

（利用許可の取消し又は変更） 

第６条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は変更

することができる。 

(1) 本学において特別に利用の必要が生じたとき。 

(2) 利用目的が不適当であることが判明したとき。 

(3) 利用者が施設、設備等の利用に支障を及ぼす行為をしたとき。 

 

（損害の賠償） 

第７条 利用者がその責に帰すべき事由により建物、物品等を損傷し、又は滅失したときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

２ 鹿児島大学水産学部は、その責に帰さない事由により利用者に事故が発生したときは、その 

損害賠償の責を負わない。 

 

（事務） 

第８条 東町ステーションの利用に関する事務は、水産学部会計係が処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、東町ステーションの利用に関し必要な事項は、別に定め



ることができる。 

 

附 則 

この規則は、平成24年６月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

  



別表（第５条関係） 

 

水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション利用料 

利  用  内  訳 

利 用 料（消費税を含む） 

教育、研究、実習

及び研修による利

用（利用責任者は

本学職員に限る） 

左記以外の用途

による利用 

１．施設利用者 

[宿泊を伴わない施設利用料] 

実験室等利用              １人１日 

宿泊室（食堂、シャワー室等含む）利用  １人１日 

 

[宿泊を伴う施設利用料] 

１人１泊 

２泊目以降 

 

２．船舶使用料 

 あづま（8.5トン 定員30名/乗務員含む）  １時間当たり 

 はりお（0.4トン 定員５名）        １時間当たり 

 第二はりお（0.4トン 定員５名）      １時間当たり 

 

３．その他 

 潜水用空気タンク（150㎏/㎠）  １本 

 海水取水ポンプ（3.7KW）     １時間当たり 

 水中ポンプ（400W） Ａ＋Ｂ 使用（使用海水１時間当たり３㎥未満）    １日当たり 

水中ポンプ（400W） Ａ＋Ｂ＋Ｃ 使用（使用海水１時間当たり３㎥以上）  １日当たり 

 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

－ 

 

 

6,000円 

1,500円 

1,500円 

 

 

300円 

50円 

240円 

360円 

 

 

800円 

600円 

 

 

2,200円 

1,400円 

 

 

7,800円 

1,600円 

1,600円 

 

 

300円 

60円 

320円 

480円 



      別記様式第１号（第３条関係） 

 

 

 

東町ステーション （ □ 施設，□ 船舶，□ その他 ） 利用許可願 

  令和  年  月  日 

鹿児島大学水産学部 

附属海洋資源環境教育研究センター長 殿 

所属機関名：                    

住  所 ：〒                   

電話番号  ：                    

緊急連絡先（携帯） ：             

メールアドレス：                     

利用責任者職・氏名：             印 

下記のとおり東町ステーション施設等を利用したいので許可願います。 

なお、利用にあたっては、鹿児島大学水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション利用規則を遵守し、貴学職員の

指示に反しないことを確約いたします。 

記 

１．利用目的： 

２．利用人数：     名（別紙名簿を添付のこと） 

３．利用する施設等（東町ステーションに利用状況を確認済 □） 

 □ 利用施設 

施 設 名 利 用 日 時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 □ 利用船舶（行先：                        ） 

船 舶 名 乗 船 日 時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 □ その他 

潜水用空気タンク（150kg/㎠）  使用本数（       本） 

海水取水ポンプ（3.7KW）  使用時間（      時間） 

水中ポンプ（400W）Ａ＋Ｂ使用 使用日数（       日） 

水中ポンプ（400W）Ａ＋Ｂ＋Ｃ使用 使用日数（       日） 

４．その他 

 （１）乗船日時・行先は、本学技術専門職員に利用状況を確認の上、記入してください。 

 （２）乗船目的・行先・乗船者が同じ場合に限り１ヶ月分を１度に記載し、願い出ることが可能です。 

 （３）利用責任者を学生とすることは認められません。 

 （４）施設及び船舶利用中の事故について、本学では一切責任を負いかねますので予めご承知のうえ願い出てください。 

（５）学生が乗船する場合は、船舶乗船中の事故に対応した学生傷害保険に加入のうえ加入していることを証明できる書類を提出して

ください。なお、未加入の学生の乗船は認められません。 

（６）あづま以外の船舶の操船に際しては、船舶操縦免許証の写しを添付してください。 

利用責任者職氏名：               

緊急連絡先（携帯）：               

メールアドレス ：                               

※本申込書に記載されている個人情報は、貸付関係業務以外での利用はいたしません。 

センター長 事務長 会計係長 会計係 技術部 

     

 



            利 用 者 名 簿        （様式１） 

番号 氏 名 所属機関 
職名 

（学年） 

性

別 
宿泊 住 所 電話番号 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

宿泊をされる方は、「宿泊」欄に○印を記入してください。 

 



別記様式第２号（第４条関係） 

令和  年  月  日 

利 用 許 可 書 

 

 

殿 

 

 

鹿児島大学水産学部 

附属海洋資源環境教育研究センター長 

 

 

 令和　 年  月  日付けで願い出のあった東町ステーション施設等の利用について、

下記のとおり許可します。 

 

 

記 

 

１．利用目的 

 

 

２．利用責任者氏名 ： 

  所属（又は住所）： 

 

 

３．利用する施設等 

 □ 利用施設 

施 設 名 利 用 日 時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 

□ 利用船舶 

船 舶 名 乗 船 日 時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 自 令和   年   月   日   時 

至 令和   年   月   日   時 

 

 □ その他 

潜水用空気タンク（150kg/㎠）  使用本数（       本） 

海水取水ポンプ（3.7KW）  使用時間（      時間） 

水中ポンプ（400W）Ａ＋Ｂ使用 使用日数（       日） 

水中ポンプ（400W）Ａ＋Ｂ＋Ｃ使用 使用日数（       日） 

 

４．利用条件 

 （１）この許可書は利用手続の際に提出すること。 

 （２）鹿児島大学水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション利用規

則、利用心得を遵守のうえ、管理者の指示に従い、お互いに気持ちよく利用する

こと。 




